
4．医療従事者の資質の向上（医師法等）  

ぐ信頼できる医療の確保）   

信頼できる医療を確保していくため、患者のニーズや医鱒現場の実態を踏まえ、以下の対策を推進する一   

・医療従事者の資質向上   

安心、安全な医療を提供し、国民の医療に対する信頼を確保するため、行政処分を受けた医師等への再教育  

制度の創設等、医療従事者の資質の向上に向けた取組みを推進する。  

【現行制度の課題】  

◆ 業務停止を受けた医師、歯科医師、薬剤師、   

看護職貞は、医業停止期間を過ぎれば、特段   

の条件なく医業（歯科医業）等に復帰でき、   

業務停止という行政処分だけでは、十分な反  

省や適正な医業等の実施が期待できない。  

◆ 長期にわたる集務停止については、豊生塾   

の医療技術を保つことが困難であり、また、   

停止期間中の医療技術の進歩も十分に習得で  

きていないという懸念がある。  

◆ 安全、安心な医療を確保する観点から、垂   

護職眉に関する制度見直しの検討が必要で   

ある。   


